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 看護の資格を持つ個人が、自主的に加入し運用する

日本最大の看護の職能団体である

目的：都道府県看護協会との連携のもと、保健師、助産師

看護師および准看護師が教育と研鑽に根ざした専門

性に基づき看護の質の向上を図るとともに、安心して

働き続けられる環境つくりを推進し、あわせて人々

のニーズに応える看護領域の開発・展開を図ることに

より、人々の健康な生活の実現に寄与すること

日本看護協会とは



１．保健師職能委員会

２．助産師職能委員会

３．看護師職能委員会（Ⅰ・Ⅱ）

Ⅰ→病院領域

Ⅱ→介護・福祉関係施設・在宅等領域

＊各職能委員会は、それぞれ、職能上の問題を審議し

会長に助言する

 [出典：公益社団法人 日本看護協会 定款第8章（第42条）]

日本看護協会

職能委員会について



 １９４６年 日本産婆看護婦保健婦協会結成（１９５１年日本看護協会と改称）
 １９４７年 埼玉県支部結成
 １９８１年 一般社団法人埼玉県看護協会 誕生
 １９８７年 埼玉地域看護研修センター（第１研修センター）落成
 １９９２年 秩父訪問看護ステーション、与野訪問看護ステーション開設
 １９９４年 川口訪問看護ステーション開設

認定看護管理者教育ファーストレベル開講
 １９９５年 鳩ヶ谷訪問看護ステーション 開設
 １９９７年 社会福祉法人「えがりて」特養「吹上苑」の経営に参画
 １９９８年 県南訪問看護ステーション開設
 １９９９年 与野第２訪問看護ステーション開設

日本看護学会 老人看護 開催

埼玉県看護協会の沿革 その１



 ２０００年 吹上訪問看護ステーション開設
 認定看護管理者教育セカンドレベル開講
 ２００１年 埼玉高齢者介護研修センター（第２研修センター）落成
 ２００２年 支部の地区割り変更（９支部）
 ２００６年 第１研修センター改修、 日本看護学会 看護管理 開催
 ２００８年 鳩ヶ谷訪問看護に療養通所介護事業所を開設
 ２００９年 秩父訪問看護ステーションに重度心身障害者通所事業開始
 (市委託）
 ２００９年 日本看護学会 成人看護Ⅰ 開催
 ２０１０年 与野第２訪問看護ステーションは与野訪問看護ステーションに
 統廃合
 ２０１１年 日本看護学会 老年看護 開催
 ２０１１年 公益社団法人 埼玉県看護協会に移行
 ２０１２年 認定看護管理者教育サードレベル開講
 ２０１３年 日本看護学会 看護教育 開催

埼玉県看護協会の沿革 その２



＊目的

日本看護協会と連携し、保健師、助産師、看護師及び准看護師が、看護に

関する専門教育と研鑽により看護の質向上を図ることを支援するとともに、看

護職が安心して働き続けられる環境づくりを推進し、併せて地域のニーズに

応える看護職による訪問看護等の地域医療の推進を図り、もって県民の健

康な生活の実現に寄与することを目的とする。

＊事業

①継続教育等看護の質向上に関する事業

②看護職の確保・定着に関する事業

③看護業務の改善に関する事業

④医療安全対策に関する事業

⑤災害被災者の支援に関する事業

⑥看護の普及啓発に関する事業

⑦地域看護活動に関する事業

⑧在宅療養支援に関する事業

⑨自治体事業に関する受託事業

埼玉県看護協会の目的と事業（定款より）



■人々の人間としての尊厳を維持し、健康で幸福であり

たいという普遍的なニーズに応え、県民の健康な生活

の実現に貢献する。そのため

公益社団法人埼玉県看護協会の使命

看護職が安心して働き続けられる環境づくりを推進する。

看護に関する専門教育と研鑽による看護の質の向上を図る

訪問看護事業等を通して地域の人々のニーズに応える看護の
展開を図る



３つの使命に基づいた事業内容

看護の質の
向上

看護基礎教育、継続教育
認定看護管理者教育、看護研究、医療安全

安心して働き
続けられる環
境づくり

看護職確保定着事業、労働環境改善、福利厚生
医療安全等の相談窓口、看護職の権利擁護
ナースセンター事業

地域のニー
ズに応える看
護の展開

地域看護活動、訪問看護ステーション事業、

三職能の業務拡大、ホームヘルプサービス従事
者養成、介護講習会



基本戦略：６つの実現手法

•調査研究
•制度改革への政策提言
•政策決定過程への参画と働きかけ
•県民の理解と賛同を得るための働きかけ

•看護倫理規定の遵守
•業務基準・ガイドライン
等の周知・活用

•継続教育の実施
•認定看護管理者教育の実施
•学術研究の推進（支援）
•労働条件・環境の改善
•看護職の権利擁護
•医療安全に対する相談支援
•学会開催、福利厚生

Ⅰ政策形成

Ⅱ自主規制

Ⅲ支援事業

Ⅵ社会貢献

Ⅴ広報

Ⅳ開発･経営

•広報誌、ホームページ
等による情報提供
•マスコミを通じた広報

•災害支援
•まちの保健室事業
•ホームヘルプサービス従事
者養成研修、介護講習会

•訪問看護ステーションの経営
•看護業務の機能拡大

1）看護の
質の向上

３）地域の
ニーズに応
える看護の
展開

２）看護職が
働き続けられる
環境づくり
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運営組織図

会 長

専務理事

副会長

常務理事

事務局

総務部 事業部 教育部 訪問看護部



議決機関及び執行機関

正会員 埼玉県看護協会 日本看護協会

総 会

理事会
常任理事会

支部長会

職能委員会 特別委員会常任委員会

推薦委員会・教育委員会
社会経済福祉委員会
業務委員会・広報委員会
学会委員会・災害看護対策委員会
認定看護管理者制度教育運営委員会

看護職確保定着推進委員会
看護協会あり方検討委員会
倫理審査委員会
新会館建設委員会等

保健師職能委員会
助産師職能委員会
看護師職能委員会

名誉会員

理事15名
会長
副会長2人
専務理事1人
常務理事４人
職能理事3人
地区理事4人
監事3人

医療看護安全推進委員会



１ 長期療養を支える訪問看護等の機能強化

２ 働き続けられる労働環境改善の推進

３ 社会のニーズに対応できる看護職の育成・支援

４ 職能委員会の機能強化

５ 県民への健康づくり支援

６ 新会館建設に向けた取り組み

平成２６年度 埼玉県看護協会重点事業



教育理念

埼玉県看護協会は、多様化する地域住民のヘルスケアニーズに応える
ために、個々の看護職者が自律的にキャリア開発していけるように、継
続教育の体系化を図り支援する。

教育目的

１.看護専門職として必要な看護実践能力の向上を図る。

２.看護専門職としての倫理的視点を養う。

教育目標

１.看護実践に必要な知識・技術・態度の習得を目指す。

２.看護職に必要なリーダーシップ能力を養う。

３.社会のニーズや医療の進歩に対応できる専門能力を養う。

４.看護管理者に必要なマネジメント能力を養う。

５.実践に活用できる研究能力を養う。

６.幅広い社会性を身につけ、豊かな人間性を養う。

継 続 教 育



１ 総会

２ 研修会・講演会

３ 看護研究発表会

４ 「看護の日」関連イベント

・健康相談、健康チェック、老人体験、妊婦体験等

５ 会員交流会

６ 地域への支援活動

・糖尿病予防週間」での無料相談会

・救護活動（スリーデーマーチやその他の行事に関して）

・救急フェスタでの健康相談

・生活習慣病予防キャンペーン事業での健康相談事業等

支 部 活 動



＊埼玉県看護協会における継続研修

の一部として、口腔ケアに関する内容

１ 新人看護師対象

「新人のためのフィジカルアセスメント/

食事援助技術」

２ フォローアップ研修

「効果的な摂食・嚥下ケアと航空ケアⅠ」

多職種連携について



３ フォローアップ研修Ⅱ

「効果的な摂食・嚥下ケアと口腔ケアⅡ」

４ 訪問看護研修

「摂食・嚥下障害のある在宅療養者の看護」

以上の摂食・嚥下ケア並びに口腔ケアに関
する研修を実施



地域包括ケアシステムにおける看護の役割

地域包括ケアシステムのイメージ

住み慣れた地域での在宅療養を、最後まで支える
（訪問看護、在宅・介護施設における看護）

厚生労働省：在宅医療・介護あんしん2012資料より

看護の質の向上
効率的なサービス
提供体制の整備

訪問看護事業所の
基盤強化

訪問看護・介護領域
の看護人材確保
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